
５．特定個人情報の提供･移転(委託に伴うものを除く｡) 

庁内連携システム等を使用して移転する場合の移転先一覧 

 

移転先 
別表第

１の項 
移転先における用途 

市民福祉部 子育て支援課 ７ 

児童福祉法による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親

の認定、小児慢性特定疾病医療費、療育の給付、障害児入所給

付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若

しくは障害児入所医療費の支給、日常生活上の援助及び生活指

導並びに就業の支援の実施、負担能力の認定又は費用の徴収に

関する事務であって主務省令で定めるもの 

市民福祉部 障害福祉課 

８ 

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、

高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談

支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福

祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又

は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの 
市民福祉部 子育て支援課 

市民福祉部 子育て支援課 ９ 

児童福祉法による肋産施設における肋産の実施又は母子生活支

援施設における保護に関する事務であって主務省令で定めるも

の 

いきいき健幸部 健康推進課 １０ 
予防接種法による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収

に関する事務であって主務省令で定めるもの 

市民福祉部 障害福祉課 １２ 

身体障害者福祉法による障害者福祉サービス、障害者支援施設

等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務

省令で定めるもの 

市民福祉部 ひと・くらし支援

課 
１５ 

生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支

給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務で

あって主務省令で定めるもの 

総務部 債権管理課 

１６ 

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づ

く条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査（犯則

事件の調査を含む。）に関する事務であって主務省令で定める

もの いきいき健幸部 保険年金課 

建設部 施設整備課 １９ 
公営往宅法による公営往宅の管理に関する事務であって主務省

令で定めるもの 

いきいき健幸部 保険年金課 ３０ 
国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保険

事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの 

いきいき健幸部 保険年金課 ３１ 

国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険

料その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の

取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって主務省

令で定めるもの 

市民福祉部 障害福祉課 ３４ 

知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等

への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省

令で定めるもの 

市民福祉部 子育て支援課 ３７ 
児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であっ

て主務省令で定めるもの 

市民福祉部 高齢者福祉課 ４１ 
老人福祉法による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であ

って主務省令で定めるもの 

別 紙 ２ 



市民福祉部 子育て支援課 ４４ 

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児

童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する

事務であって主務省令で定めるもの 

市民福祉部 子育て支援課 ４５ 
母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事

務であって主務省令で定めるもの 

市民福祉部 子育て支援課 ４６ 
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手

当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 

市民福祉部 障害福祉課 ４７ 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当

若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法

律（昭和６０年法律第３４号）附則第９７条第１項の福祉手当

の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 

いきいき健幸部 健康推進課 ４９ 

母子保健法による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊

娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児

の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療

に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって主務

省令で定めるもの 

総務部 職員課 

５６ 
児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務で

あって主務省令で定めるもの 
市民福祉部 子育て支援課 

いきいき健幸部 保険年金課 

大分県後期高齢者医療広域連合 
５９ 

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の

支給、保険料の徴収又は保険事業の実施に関する事務であって

主務省令で定めるもの 

建設部 施設整備課 
６１の

２ 

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の

管理に関する事務であって主務省令で定めるもの 

市民福祉部 ひと・くらし支援

課 
６３ 

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって主務省

令で定めるもの 

いきいき健幸部 介護保険課 ６８ 
介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保

険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの 

市民福祉部 障害福祉課 ８４ 

障害者の目常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関す

る事務であって主務省令で定めるもの 

市民福祉部 子育て支援課 ９４ 

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の

支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であ

って主務省令で定めるもの 

公的給付に関する事務担当部署 １００ 

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の

登録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するため

の基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定め

るもの 

 

 

 

 

 



 

 

 

庁内連携システム等を使用して移転する場合の移転先一覧 

（法的根拠は別府市番号条例第４条別表第２の各項番（①）による） 

 

移転先 
①条例別

表第２の

項番 

②移転先における用途 

市民福祉部 高齢者福祉課 
１２ 

老人福祉法による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務

であって規則で定めるもの 

市民福祉部 障害福祉課 
１８ 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実

施に関する事務であって規則で定めるもの 

市民福祉部 子育て支援課 
１９ 

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付

の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務

であって規則で定めるもの 

市民福祉部 障害福祉課 
２０ 

別府市心身障害者福祉手当条例（昭和４６年別府市条例第２

８号）による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

市民福祉部 障害福祉課 
２１ 

別府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例（昭和５０

年別府市条例第５５号）による医療費の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの 

建設部 施設整備課 
２２ 

別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例（昭和５８

年別府市条例第８号）による再開発住宅の管理に関する事務

であって規則で定めるもの 

建設部 施設整備課 
２３ 

別府市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年別府市

条例第２７号）による市営住宅の管理に関する事務であって

規則で定めるもの 

建設部 施設整備課 
２４ 

別府市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成

１０年別府市条例第２８号)による特定公共賃貸住宅の管理

に関する事務であって規則で定めるもの 

市民福祉部 ひと・くらし支援

課 
２５ 

生活に困窮する外国人に対する生活保護法による保護の決

定及び実施又は徴収金の徴収に準じて行う措置に関する事

務であって規則で定めるもの 



市民福祉部 子育て支援課 
２６ 

小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の給付に関する

事務であって規則で定めるもの 

 


